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「犯罪被害等防止教室」を終えて～ ②感想文より

・自転車盗難が多いことにびっくりしました。１４歳～１９歳の間
で、半分以上になることは驚きです。自転車に二つカギをかけて
おくと盗まれにくくなるということは、これから実践していきた
いです。万引きでは、万引きした人は、あたりまえに罪だけれど、
見張りをした人も、万引きした人と同じ重さの罪ということをあ
らためて感じました。自転車は、少し借りるのもいけないことだ
し、万引きは、ちょっと外に出ただけでもいけないことで、分か
っていても、そういうことをする人が、何人もいるんだと思うと
このような活動があった方がいいなと思いました。 〔２年生〕

・してはいけないことが、たくさんあってびっくりした。１４歳未満でもつかまる
ことがあることを初めて知った。万引きなどは、自分がしなくても、手伝ったり
したら同じで、共犯だということが分かって、罪が同じだということにとっても
びっくりした。サイバー犯罪は、けっこう関係ないと思っていたけど、身近にあ
ることが分かったので、気をつけたいと思った。やっぱり、犯罪をしたら親が悲
しむし、犯罪をしたことは一生消えないから、犯罪をしないように、ちゃんと自
分をコントロールしたい。自分が犯罪しないのももちろんだけど、犯罪に巻き込
まれないようにすることも大切だと思った。 〔２年生〕

６時間目明日（２０日）は、夏休み前の「全校集会」

明日（２０日）の６時間目は、夏休み前の です。「全校集会」
まで、明日一日となりました 、がんばりましょう。「夏休み」 「暑さ」に負けず。

《明日（２０日）の日程》 ＊昼掃除・暮会なし（学活に含む）

１３：３０～１３：４５ 掃除
１３：５５～１４：４５ ５時間目
１４：４５～１４：５５ 体育館へ移動

あと一日、

がんばろう１４：５５～１５：１５ 全校集会

１５：１５～１５：２５ 教室へ移動
１５：２５～１５：４５ 学活



７月１５日（金）「詩の群読ボクシング」全校大会

「詩の群読ボクシング」先週（１５日）の５、６時間目は、
が行われました。体育館に全校生徒が集まり、全学級全校大会

「国語」の授業として、実施されました。この授業の目標は、
『言葉を通じて、相手の心を聴く （発表者は『相手に心を伝』
える』です）暑い中ではありましたが、各学年の代表が、ステ
ージ上にて、気温に負けないような 戦いを繰り広げま「熱い」
した では と異なるルールで、各班が創作した の発表。 、「全校大会」 「学年大会」 「詩」
の前に が与えられ、５分間の練習で、その詩も発表しました。、「即興詩」

《全校大会トーナメント結果》
優勝 ３年５組課題詩（即興詩） なずな

星野富弘
神様がたった一度だけ
この腕を動かしてくださるとしたら
母の肩をたたかせてもらおう
風に揺れる
ぺんぺん草の実を見ていたら
そんな日が
本当に来るような気がした

２－３ ３－５ １－６ ３－６ １－４ ２－４

１年４組 「空」
空はいつも、そばにいる。悲しいとき、嬉しいとき、７色の虹、輝く花を
咲かせてくれる。そんな空が大好きだ。だから一緒にいたい、いつまでも。

１年６組 「感謝」
ケンカをしても、いつもそばにいてくれた、優しくしてくれた、同じ気持
ちになって支えてくれた。いなくなって良さに気づいた。ありがとう。

２年３組 「手」
手を使うと何でもできる。ときには、人を傷つけることもある。手はそれ
を望んでいないのに・・・手を出し、握る、そこに友情が生まれる。

２年４組 「三日後死ぬならできること」
もし３日後死ぬと言われたら、何をするだろう。なぜ今、それを実行でき
ないのだろう。いつかは消える命、やりたいことはやったと言えるように。

３年５組 「なりたい自分」
実現したい理想像としての自分、誰にでも優しくできる自分を求めて・・
かつて友にひどいことをした。優しくなりたいと思った。誰に対しても。

３年６組 「この世に対する疑問」
なぜ人は、人を傷つけるのだろう？私はこの世が分からない。何のために
人の命を奪うのか？なぜこのようなことができるのか？

《おめでとう！》優勝は、 でした。「３年５組」

さすがに学年大会を勝ち抜いてきた代表だけあって、どの発表も、堂々とした素晴ら
しいものでした。また、暑い中、一生懸命「聴いていた」態度も良かった思います。
また、進行をつとめてくれたリングアナウンサーの斎藤くん、レフリーの西島くん、

ごくろうさまでした。



《窃盗》 刑法第２３５条
他人の物を盗むことは、当然犯罪です 「ちょっとそこまで 、。 」

「見つかっても、お金を払えば・・・」はダメです。また、見張りに
ついても共犯者（実行した人と同じ罪になります ）。

《占有離脱物横領》 刑法２５４条
放置されている自転車や、他の犯人が乗り捨てていった自転車を

勝手に乗ることも犯罪です。

《盗品等無償譲受け》 刑法２５６条第１項
盗んだ物をもらうことは犯罪です。友だちから「これあげる」

と言われても、はっきりことわりましょう。

《盗品等有償譲受け等》 刑法２５６条第２項
盗んだ物を買い取ったり、頼まれて運んだり、保管したりするこ

とは犯罪です 「自分は盗んでいない」は通じません！。


